
◼️対象者
武蔵野市内に店舗または事務所を構える中小
企業者・個人事業者など

◼️期間
令和２年８月３日から令和２年10月30日まで

◼️注意事項
申請代行は受け付けておりません。

◼️お問い合わせ
武蔵野市役所産業振興課
電話 0422-60-1969
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新型コロナウイルス感染症の影響でお困りの事業者の方へ

６０ー１９６９
◼️電話相談
受付時間：平日午前９時から午後５時まで

◼️窓口相談
実施日 ：毎週水曜日及び金曜日

（事前予約制）
相談時間 ：１回あたり約50分
相談開始時間：10時 11時 13時 14時 15時
相談員 ：行政書士など
場所 ：武蔵野市役所西棟８階
申込方法 ：お電話にてご予約下さい。
※申請方法の相談・書類確認は窓口まで！

事 業 者 支 援

「ほっとらいん」
市、東京都及び国が実施している支援制度について、適切な窓口を案内するコールセンターを開設します。

また、行政書士などによる相談窓口も開設します。

まずはお電話ください。
市で解決できない場合は、適切な窓口をご案内します。

売上が半減した

対象となる給付金を知りたい

家賃支援って何があるの？

業務転換を検討しているが助成金
があるか知りたい

経営面や法律面についてどこに相
談をすればいいか分からない

税金が支払えないがどうしたらい
いか分からない

制度融資を受けたい

資金繰り全般についてどこに相談
したらいいか分からない
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